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今月の新着図書 Newly-imported books

特捜部 Q8（ユッシ ･ エーズラ ･ オールスン）・影
に対して（遠藤周作）・とわの庭（小川糸）・戦国小
町苦労譚 13（夾竹桃）・これで身につく山歩き誰
でもわかる地図の読み方 2020・「人生百年」とい
う不幸（里見清一）・転生したらスライムだった件
16 ～ 17（伏瀬）・ダンジョンに出会いを求めるの
は間違っているだろうか 16（大森藤ノ）・魔法科
高校の劣等生 31（佐島勤）ほか

仮面ライダーセイバーワンダーコンボだいひゃっ
か・からだあそび 145 選・かんたんクッキング
12 か月 1 ～ 6・いえでででんしゃはこしょうちゅ
う？（あさのあつこ）・つばめのハティハティ（箕
輪義隆）・約束のネバーランド 20（白井カイウ）・
昭和天皇物語5～6（能條純一）・ヒストリエ11（岩
明均）・おおきく振りかぶって 33（ひぐちアサ）・
カーサの猫村さん 4（ほしよりこ）ほか

一般図書（      ）（      ） 児童図書（      ）（      ）

20 歳になったら国民年金

暮らしの

年金情報

問住民生活課戸籍住民係
問北見年金事務所国民年金課
☎ 0157‐ 25‐ 9635（自動音声案内 2→ 2）

国民年金は、老後の暮らしをはじめ、事故などで障害を負ったときや、一家の働き手が亡くなっ
たときに、みんなで暮らしを支え合うという考え方で作られた仕組みです。そのため、20歳以上
60歳未満のすべての人は国民年金に加入する義務があります。

※厚生年金または共済年金に加入している人やその配偶者に扶養されている人を除きます。

同じクラスの神宮寺は、何
かの主人公らしい。突然教
室を飛び出し、次の日は包
帯ぐるぐる巻き。しかも翌
日には大怪我がすっかり完
治する。神宮寺と〈友達〉
になった途端、僕の日常が
…！？

プラスチックごみ。それは、ど
のように海を汚し、影響を及ぼ
しているのか。きれいな海を取
り戻すにはどうしたらいいの
か。美しいイラストとともに、
わかりやすい言葉で伝える絵
本。

同じクラスに何かの主
人公がいる

昆布山葵 / 著

プラスチックのうみ
ミシェル・ロード/作

図書館情報

ゆ～とぴあ  NEWS

若草保育所の子どもたちの作品を展示します！
保育所の年長さんが描いた絵を、図書館で展示します。個性豊かな作品

をぜひお楽しみください。
展示期間  令和３年１月６日㈬ ～ 31 日㈰
展示場所 展示コーナー（幌内側玄関横）

雄武町図書館（雄武町末広町二区）
☎84－2404
10時～19時（火～金曜日）
10時～18時（土・日、祝日）
休館日 月曜日、年末年始、

蔵書点検期間
※年末年始の休館日
12月30日㈬～１月５日㈫

http://www.tow
n.oumu.hokkaid
o.jp/hotnews/d
etail/00005012.
html

図書館ホームページ

◉国民年金の加入について
～国民年金加入のお知らせの送付～

20 歳になった人には日本年金機構から国民年金に加入したお知らせが送付されます。
※厚生年金保険に加入している人を除きます。
※令和元年 10 月前に 20 歳になった人には、国民年金に加入するための手続きの案内を送付

しています。

◉国民年金保険料の納付について
「国民年金加入のお知らせ」に同封されている納付書で保険料を納めてください。
保険料は金融機関のほか、コンビニエンスストアでの納付、電子納付も可能です。
また、口座振替やクレッジト納付も可能です。

◉学生納付特例制度や免除・納付猶予制度について
在学中、保険料を納めることが経済的に困難な場合は、未納のまま放置せず、必ず学生納付

特例制度や免除・納付猶予制度を申請してください。将来年金が受給できなくなることを防ぐ
ことになります。

学生納付特例制度の申請には、学生証または在学証明書が必要となります。
一般的な免除については、広報 2020 年 7 月号をご覧ください。

「北に生きる猫パネル展」＆「とっておきの猫写真」
河出書房新社出版の写真集『北に生きる猫』の写真パネル展を開催します。
また、写真展にあわせ、『猫』をテーマにした『おすすめ猫本コーナー』、

皆さんが撮った『とっておきの猫写真』紹介コーナーを設置します。かわ
いい「うちの猫」、または近所の「あの猫」のベストショットを、紹介し
てみませんか。写真の持ち込みは期間中随時、受け付けています。
展示期間
「北に生きる猫」写真パネル展示
令和３年１月６日㈬ ～ 20 日㈬

「とっておきの猫写真」
令和３年１月６日㈬ ～ 31 日㈰

↑北に生きる猫 ↑とっておきの猫写真募集

20 歳になってから概ね 2 週間以内に「国民年金加入のお知らせ」が送付されます。2 週間程
度を経過しても届かない人は役場、もしくは北見年金事務所で加入の手続きをしてください。

年金手帳は別途送付されます。保険料の納付や、将来年金を受け取る際に必要ですので大切
に保管してください。

～国民年金第1号被保険者として加入する必要のない人～
以下に該当する人は国民年金第 1 号被保険者として加入する必要はありません。
・20 歳直前で海外に出国され、「国民年金加入のお知らせ」が届いた人

※北見年金事務所へご連絡をお願いします。
・20 歳になったとき配偶者（厚生年金保険に加入している人）の扶養となっている人

※配偶者の勤務先へ連絡し、国民年金第 3 号被保険者の手続きをしてください。


